
令和８年度 小美玉市会計年度任用職員募集要項 

 

 

令和８年４月１日から任用する「会計年度任用職員」を下記のとおり募集します。 

 

1．募集職種 

別紙「小美玉市会計年度任用職員募集一覧」のとおり 

 

2．勤務条件 

項  目 内       容 

任用期間 

1 会計年度（令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 31 日）の範囲内 

※ただし、任用から 1 か月間（1 か月間の勤務日数が 15 日に満たない場合は、15 日に達するまで）は、条件付採用期間となります。 

※1 会計年度終了後、人事評価等により公募によらず再度任用される場合があります。ただし、前年度と異なる勤務条件となることもあります。 

任用形態 パートタイム会計年度任用職員（常勤職員より勤務時間が短い） 

勤務場所 別紙「小美玉市会計年度任用職員募集一覧」のとおり 

勤務日数 週：5 日以内  1 日：7 時間 45 分以内  1 週：38 時間 45 分未満 

勤務時間 原則 8 時 30 分から 17 時 15 分の範囲内となりますが、職種や勤務場所等によって異なります。 

休  暇 任用期間や勤務日数に応じて、年次有給休暇が付与されます。 

特別休暇等 
忌引、結婚、夏季、産前・産後、不妊治療、子の看護、介護、療養、育児休業などの特別な休暇・休業の規定が

あります。 ※いずれも一定の要件のうえで付与され、有給・無給の別があります。 

休  日 原則、土・日・祝日 ※職種により土・日・祝日勤務があります。 

給料・報酬 

別紙「小美玉市会計年度任用職員募集一覧」のとおり  

常勤職員の給料表を基準に、職務に応じて決定されます。（一部の職種を除く） 

支給日は、翌月 21 日です。（21 日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日） 

各種手当 通勤手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当、特殊勤務手当  ※一定の要件を満たす場合に支給します。 

社会保険等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、公務災害補償等  ※一定の加入要件を満たす場合に適用となります。 

人事評価 
職種を問わず人事評価の対象となります。仕事を通じて発揮された能力に基づき評価をします。 

なお、評価の結果は、勤勉手当の成績率に反映されるほか、再度任用時の参考となります。 

福利厚生等 勤務時間に応じて、健康診断・ストレスチェックを受けることができます。 

服務等 

地方公務員法に規定される服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失

墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為の禁止、営利企業への従事

等の制限）が適用されるほか、懲戒の規定に該当する場合は、同法に基づく処分の対象となります。 

 

3．募集受付期間（全職種共通） 

令和 8 年 1 月 8 日（木）から令和 8 年 1 月 21 日（水）まで 

 



4．応募要件・資格等 

年齢・性別は不問です。別紙「小美玉市会計年度任用職員募集一覧」に記載された必要な経験・資格を有する人で、地方公務員法

第 16 条の規定に基づく、以下の欠格条項に該当しない人とします。 

 

 

 

 

 

5．応募方法及び提出先 

 令和８年１月８日現在、小美玉市に会計年度任用職員として

任用されている人 
左記以外の人 

提出書類 
・申込書兼履歴書（所定の様式） 

・資格証等の写し（資格を要する職種のみ） 

・申込書兼履歴書（所定の様式） 

・資格証等の写し（資格を要する職種のみ） 

提出先 所属長（所属の課長）へ提出 

小美玉市役所総務部人事課 

〒319-0192  茨城県小美玉市堅倉 835 番地 

8:30～17:15（土日除く） 

提出方法 持 参 持参又は郵送 ※郵送の場合は締切日までに必着 

 

6．選考方法 

書類選考、面接試験 

※「面接試験」は必要に応じて行う場合があります。対象となる方には募集受付期間終了後に日程のご連絡をします。 

 

7．選考結果から採用まで 

  ・選考試験の合格者を内定者とし、結果は 2 月下旬に通知します。 

 

 

8．その他 

  ・応募書類は返却しません。 

  ・配属先（勤務場所）の希望や指定はできません。 

  ・原則、勤務時間の変更等の調整はできません。 

  ・配属先は 3 月下旬に決定します。 

  ・採用決定後に募集条件での勤務ができなくなった場合、採用を取り消すことがあります。 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・小美玉市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者 

【問い合わせ先】 小美玉市役所総務部人事課 

〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉 835 番地 

TEL 0299-48-1111（内線 1286・1287・1288） 


